
	
	

日
本
地
名
研
究
所
規
約	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		

第
一
章	

総
則	

第
一
条	

名
称

本
研
究
所
は

日
本
地
名
研
究
所
と
称
す
る

	

第
二
条	

事
務
局

本
研
究
所
は
事
務
局
を

神
奈
川
県
川
崎
市
溝
口
一

六

一
〇
川
崎
市
生
活
文
化

会
館
に
置
く

	

		

第
二
章	

目
的
及
び
事
業	

第
三
条	

目
的

本
研
究
所
は

地
名
の
研
究
及
び
地
名
を
通
じ
て
日
本
の
風
土
に
関
す
る
研
究
を
行
い

併
せ
て
地
名
学
及
び
風
土
学
の
確
立
を
期
す

	

第
四
条	

事
業

本
研
究
所
は

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う

	

	

①
地
名
及
び
風
土
の
調
査
・
研
究
並
び
に
そ
の
成
果
の
提
供	

	

②
地
名
及
び
風
土
に
つ
い
て
の
資
料
の
収
集
・
保
存
並
び
に
そ
の
成
果
の
提
供	

	

③
地
名
及
び
風
土
に
つ
い
て
の
機
関
誌
等
出
版
物
の
編
集
・
発
行	

	

④
全
国
地
名
研
究
者
大
会
の
開
催	

	

⑤
全
国
の
地
名
研
究
会
と
の
連
携	

	

⑥
地
名
研
究
賞
及
び
風
土
研
究
賞
の
贈
呈	

	

⑦
地
名
及
び
風
土
に
つ
い
て
の
講
座
・
講
演
会
・
展
覧
会
等
の
開
催	

	

⑧
地
名
及
び
風
土
の
研
究
に
か
か
わ
る
国
内
外
の
諸
機
関
と
の
連
携	

	

⑨
地
名
研
究
及
び
地
名
保
存
に
関
す
る
相
談	

	

⑩
そ
の
他
目
的
に
達
成
す
る
た
め
の
必
要
な
事
業	

		

第
三
章	

役
員
及
び
職
員
な
ど	

第
五
条	

役
員

本
研
究
所
に
次
の
役
員
を
置
く

	

	
	
	
	

所
長	

	

一
名	

	
	
	
	

理
事	

	

若
干
名	

	
	
	
	

評
議
員	

若
干
名	

	
	
	
	

監
事	

	

二
名	

事
務
局
長	

一
名	

第
六
条	

役
員
の
選
任

理
事
及
び
監
事
は
理
事
会
に
お
い
て
選
任
し

所
長
が
委
嘱
す
る

所
長
は
理

事
の
互
選
に
よ

て
定
め
る

	

第
七
条	

役
員
の
職
務

	

	

①
所
長
は
本
研
究
所
の
業
務
を
統
括
し

本
研
究
所
を
代
表
す
る

	

	

②
理
事
は
理
事
会
を
構
成
し

本
研
究
所
の
運
営
を
掌
理
す
る

	

	

③
評
議
員
は
評
議
員
会
を
構
成
し

本
研
究
所
の
事
業
に
つ
い
て
助
言
す
る

	



	
④
監
事
は
本
研
究
所
の
会
計
を
監
査
す
る

	

第
八
条	

役
員
の
任
期

本
研
究
所
の
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し

再
任
を
妨
げ
な
い

	

第
九
条	
顧
問

本
研
究
所
は
顧
問
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

顧
問
は
理
事
会
の
同
意
を
得
て
所

長
が
委
嘱
す
る

顧
問
は
本
研
究
所
の
事
業
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

所
長
及
び
理
事
会
の
諮
問

に
応
じ
る

	

第
一
〇
条	

職
員

本
研
究
所
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
事
務
局
を
設
置
し

職
員
を
置
く

事
務
局
長

長
は
所
長
が
任
免
す
る

	

第
一
一
条	

研
究
員
な
ど

本
研
究
所
の
事
業
遂
行
上
必
要
な
事
項
を
調
査
研
究
す
る
た
め
に

研
究
会

な
ど
を
設
け

研
究
員
な
ど
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る

	

		

第
四
章	

会
員	

第
一
二
条	

種
別

本
研
究
所
の
維
持
・
発
展
を
期
す
る
た
め
に

次
の
会
員
を
置
く

	

	

①
個
人
会
員	

	

②
賛
助
会
員	

	

③
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
特
別
会
員	

第
一
三
条	

入
会

会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は

入
会
申
込
書
を
提
出
し

所
長
の
承
認
を
得
る
も
の

と
す
る

	

第
一
四
条	

会
費

個
人
会
員
の
会
費
は
年
額
七
〇
〇
〇
円
と
す
る

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

賛
助
会
員
の
会
費
は
年
額
一
口
五
万
円
と
す
る

	

第
一
五
条	

特
典

会
員
は
次
の
特
典
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

	
	
	
	

	

①
研
究
会
へ
の
参
加
と
意
見
発
表	

	

②
機
関
誌
・
紀
要
へ
の
投
稿	

	

③
機
関
誌
・
紀
要
の
無
料
購
読	

第
一
六
条	

退
会

二
年
以
上
会
費
を
滞
納
し
た
場
合

自
然
退
会
と
す
る

	

	

第
五
章	

地
名
研
究
会
と
の
連
携	

第
一
七
条	

趣
旨

本
研
究
所
は
各
地
に
あ
る
地
名
研
究
会

以
下

地
名
研
究
会
と
す
る

と
連
携
を

図
り

所
期
の
目
的
を
達
す
る
も
の
と
す
る

	

第
一
八
条	

連
携
費

地
名
研
究
会
は
日
本
地
名
研
究
所
へ
の
連
携
費
と
し
て
毎
年
五
〇
〇
〇
円
を
日
本

地
名
研
究
所
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る

	

第
一
九
条	

特
典

連
携
費
を
納
入
し
た
地
名
研
究
会
は
第
一
五
条
に
挙
げ
た
特
典
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る

	

		

第
六
章	

会
議	

第
二
〇
条	

理
事
会
の
招
集
及
び
議
決

	

①
理
事
会
は
所
長
が
招
集
す
る

	



②
理
事
会
の
議
長
は
所
長
と
す
る

	
③
理
事
会
は
理
事
現
在
数
の
二
分
の
一
以
上
の
者
が
出
席
し
な
け
れ
ば
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
は

で
き
な
い

但
し

委
任
状
を
提
出
し
た
者
は

出
席
者
と
み
な
す

	

④
理
事
会
の
議
事
は

出
席
理
事
の
過
半
数
を
も

て
決
し

可
否
同
数
の
時
は

議
長
の
決
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る

	

第
二
一
条	

評
議
員
会
の
招
集
及
び
議
決

	

	

①
評
議
員
会
は

所
長
が
招
集
す
る

	

	

②
評
議
員
会
の
議
長
は

所
長
と
す
る

	

	

③
評
議
員
会
は

評
議
員
現
在
数
の
二
分
の
一
以
上
の
者
が
出
席
し
な
け
れ
ば
議
事
を
開
き
議
決
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い

但
し

委
任
状
を
提
出
し
た
者
は

出
席
者
と
み
な
す

	

	

④
評
議
員
会
の
議
事
は

出
席
評
議
員
の
過
半
数
を
も

て
決
し

可
否
同
数
の
と
き
は

議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る

	

第
二
二
条

総
会
の
構
成

総
会
は

個
人
会
員
及
び
賛
助
会
員
を
も

て
組
織
す
る

	

第
二
三
条	

総
会
の
招
集

総
会
は

所
長
が
招
集
す
る

	

第
二
四
条	

総
会
の
議
長

総
会
の
議
長
は

出
席
会
員
の
互
選
で
定
め
る

	

第
二
五
条	

総
会
の
議
決
事
項

総
会
は

次
の
事
項
を
議
決
す
る

	

①
事
業
報
告
及
び
収
支
予
算
に
つ
い
て
の
事
項	

②
事
業
計
画
及
び
収
支
決
算
に
つ
い
て
の
事
項	

③
そ
の
他
本
会
の
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
で
理
事
会
で
必
要
と
認
め
る
も
の	

④
総
会
の
議
事
は

会
員
で
あ
る
出
席
者
の
過
半
数
を
も

て
決
し

可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る

	

	

	

第
七
章	

会
計	

第
二
六
条	

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算

事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
予
算
は

理
事
会
に
お
け
る

理
事
現
在
数
の
二
分
の
一
以
上
の
議
決
及
び
総
会
の
議
決
を
経
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る

	

第
二
七
条	

収
支
決
算

収
支
決
算
書
は
理
事
会
に
お
け
る
理
事
現
在
数
の
二
分
の
一
以
上
の
議
決
及
び

総
会
の
承
認
を
受
け
て
決
す
る
も
の
と
す
る

	

第
二
八
条	

会
計
年
度

会
計
年
度
は

毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り

翌
年
三
月
末
日
に
終
わ
る

	

		

第
八
条	

規
約
の
変
更	

第
二
九
条	

規
約
の
変
更

こ
の
規
約
の
変
更
は

理
事
現
在
数
の
二
分
の
一
以
上
の
議
決
を
経
て
総
会

で
承
認
さ
れ
る

	

		
	

附
則

本
規
約
は
平
成
二
六
年
四
月
一
日
を
も

て
有
効
と
す
る

	

		


